
 

 

 

 

 

 

平成２５年度 

 「福井労働局行政運営方針」及び「福井県における雇用施策実施方針」 

について 

 

 

福井労働局は、「平成２５年度 行政運営方針」を策定し、福井県内における総合的な

労働行政の推進を図ることとしました。 

また、併せて、「平成２５年度 福井県における雇用施策実施方針」を策定し、国と県

の雇用施策が、密接な連携の下に円滑かつ効果的な実施に努めることとしました。 

特に、平成２５年度においては、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を主要対策として、労働基準行政、職業安定行政、雇用均等行政が連携を密にしつつ、そ

れぞれの専門性を一層発揮し、労働局、労働基準監督署、ハローワークが一丸となって取

り組むこととしています。 

なお、概要については、別添「福井県における労働行政のポイント」を活用して周知し

ていくこととしています。 
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Ⅰ 厳しい雇用情勢を踏まえた雇用対策の推進 

Ⅱ 安心・安全に働くことのできる環境整備 

Ⅲ 均等・均衡な待遇確保の実現 

Ⅳ 労働保険制度の円滑な運営 

Ⅴ 個別労働関係紛争の解決の促進 

Ⅵ 地方自治体と連携した重層的なセーフティネットの構築 

Ⅶ 原子力発電所の停止に伴う嶺南地域に対する雇用対策 


